
令和４年度第１回加東市子ども・子育て会議次第 

 

日時：令和４年６月２２日（水） 

                           午前１０時から 

                        場所：加東市役所５０１会議室 

 

１ 開 会 

 

 

 

２ 挨 拶 

 

 

 

３ 議 事 

（1）「（仮称）加東市子ども・子育て支援に関する条例」の制定に向けて 

 

  （2）アンケート調査（対象：保護者）について 

 

  （3）アンケート調査（対象：子ども）について 

 

 

４ そ の 他 

 

 

 

５ 閉 会 
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「（仮称）加東市子ども・子育てに関する条例」制定に向けて 

 

１ 子どもを取り巻く全国的な状況（令和３年度子供・若者白書） 

 近年、子どもや子育て家庭を取り巻く環境が大きく変化しています。新型コロナウイ

ルス感染拡大による環境の変化、いじめや虐待の増加・深刻化に加え、子どもの貧困や

ヤングケアラーなど、新しい課題が社会問題化しています。 

 

２ 子どもに関する国の法律・施策など 

（１）児童の権利に関する条約（子どもの権利条約） 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 児童虐待、貧困、引きこもり、ヤングケアラー等が社会問題化していま
す。とりわけ、コロナ過は外出自粛等により閉塞感や不安感を高め、児
童虐待等の増加、深刻化が懸念されるなど、困難な問題を抱える家庭に
特に大きな影響を与えたといわれています。

 一方、「増えた家族との時間を保ちたい」とする人もいるなど、家族観
の前向きな変化も見られました。

家庭

 発達障害のある人を含め特別支援教育を受ける人や、外国にルーツを
持ち日本語指導が必要な人が増加するなど、児童生徒が多様化してい
ます。また、自殺、不登校、いじめの重大事態が増加するなど、制度
指導上の課題が深刻化しており、このような中、学校現場の負担は
年々増加しています。

学校

 近所付き合いをする人が減少傾向にあるなど、地域におけるつながり
の希薄化が懸念されるとともに地域活動の担い手の高齢化・固定化等
も指摘されています。

地域

 教育や行政、医療などあらゆる分野でデジタル化が加速し、インター
ネットの利活用が進んでいます。特に、自粛を余儀なくされたコロナ
過はインターネットの重要性を更に強く認識させました。一方、ネッ
ト利用の低年齢化や違法・有害情報の拡散、SNSに起因する犯罪被害、
誹謗中傷の弊害も深刻化しています。

情報通信

（ネット空間）

（注）「子供」・「子ども」・「こども」と表記のゆれが

ありますが、法律など引用元に合わせています。 

資料１ 
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   子どもの権利は大きく分けて４つ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（日本ユニセフ協会のホームページから引用） 

（２）平成２８年児童福祉法の改正 

 児童の福祉を保障するための原理に関する事項として、第１条以下、子どもの権

利とともに、児童の保護者は、子どもの育成に関して第一義的責任があることが明

記されました。 

 

第１条 全て児童は、児童の権利に関する条約の精神にのっとり、適切に養育さ

れること、その生活を保障されること、愛され、保護されること、その心身の

健やかな成長及び発達並びにその自立が図られることその他の福祉を等しく保

障される権利を有する。 

第２条 全て国民は、児童が良好な環境において生まれ、かつ、社会のあらゆる

分野において、児童の年齢及び発達の程度に応じて、その意見が尊重され、そ

の最善の利益が優先して考慮され、心身ともに健やかに育成されるよう努めな

ければならない。 

２ 児童の保護者は、児童を心身ともに健やかに育成することについて第一義的

責任を負う。 

３ 国及び地方公共団体は、児童の保護者とともに、児童を心身ともに健やかに

育成する責任を負う。 

第３条 前２条に規定するところは、児童の福祉を保障するための原理であり、

この原理は、すべて児童に関する法令の施行にあたつて、常に尊重されなけれ

ばならない。 

第３条の２ （略） 

第３条の３ 市町村(特別区を含む。以下同じ。)は、児童が心身ともに健やかに

育成されるよう、基礎的な地方公共団体として、第１０条第１項各号に掲げる

業務の実施、障害児通所給付費の支給、第２４条第１項の規定による保育の実

施その他この法律に基づく児童の身近な場所における児童の福祉に関する支援

に係る業務を適切に行わなければならない。 

 

（３）子供・若者育成支援推進大綱（令和３年４月 第３次大綱策定） 

 全ての子供・若者が自らの居場所を得て、成長・活躍できる社会を目指し、子

供・若者の意見表明や社会参画を促進しつつ、社会総掛りで子供・若者の健全育成

に取り組んでいくため、以下の５本の柱を基本的な方針として策定されました。 
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   ①全ての子供・若者の健やかな育成 

   ②困難を有する子供・若者やその家族の支援 

   ③創造的な未来を切り拓く子供・若者の応援 

   ④子供・若者の成長のための社会環境の整備 

   ⑤子供・若者の成長を支える担い手の養成・支援 

 

（４）こども政策の新たな推進体制に関する基本方針（令和３年１２月閣議決定） 

  今後の基本政策の基本理念 

   ①こどもの視点、子育て当事者の視点に立った政策立案 

   ②全てのこどもの健やかな成長、Well-ｂeing の向上 

   ③誰一人取り残さず、抜け落ちることのない支援 

   ④こどもや家庭が抱える様々な複合する課題に対し、制度や組織による縦割りの

壁、年齢の壁を克服した切れ目ない包括的な支援     （以下、略） 

 

３ 条例制定の目的（なぜ条例を策定する必要があるのか？） 

 加東市では、平成１８年度に「加東市次世代育成支援行動計画」を策定し、平成２７

年度からは「加東市子ども・子育て支援事業計画」に引き継ぎ、「子どもがいきいきと

成長できるまち 地域全体、まち全体がみんなで子育てに協力できるまち 子育て 子

育ち応援タウン かとう」を計画の基本理念とし、子ども・子育て支援に関する施策を

展開してきました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本施策 

Ⅰ-1 

子どもの豊かな心を育む環境の充実 

Ⅰ-2 

特に支援を必要とする児童へのきめ

細やかな対応 

 

Ⅱ-1 

安心して子育てができる環境づくり 

Ⅱ-2 

子育てと仕事の両立の推進 

 

Ⅲ-1 

地域の子育て応援の輪づくり 

Ⅲ-2 

子どもが安全・安心に暮らせるまち

づくり 
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 加東市子ども・子育て支援事業計画以外にも、市では次のような様々な計画に基づき、

子どもや子育て支援に関して、総合的かつ計画的に施策を実施しています。 

■加東市総合計画 

■加東市地域福祉計画 

■加東市健康増進計画 

 （母子保健計画・食育推進計画） 

■加東市障害福祉計画 

■加東市障害児福祉計画 

■加東市男女共同参画プラン 

■加東市人権尊重のまちづくり基本計画 

■加東市教育振興基本計画 

■加東市都市計画マスタープラン 

■加東市人口ビジョン     

               など 

 これら「計画」は、主には行政の施策の方針を定めていますが、法的効力はありませ

ん。しかし、条例は「法」であり、市の施策の法的根拠になると同時に法的効力を持つ

ことになります。また、行政だけでなく地域に根ざし、市民の方との協働を推進すると

いう観点から協働性の要素もった条例を制定することで、将来にわたって継続されるこ

とになります。 

 近年、子どもや子育て家庭を取り巻く環境が大きく変化する中で、「まち全体がみん

なで子育てに協力できるまち」を目指すためには、子ども・子育て支援に関する基本理

念を周知し、併せて市の責務並びに保護者、地域住民、学校・保育所等及び事業者のそ

れぞれの役割を明確にし、行政だけでなく地域社会全体が一丸となって取組を推進する

ための条例制定が必要と考えます。  

 

４ 条例の基本的な方向性（案） 

 「加東市子ども・子育て支援条例」は、以下の方向性に沿って検討していきたいと考

えています。 

①子どもは加東市にとって「宝」であり、未来への「希望」であることを明示すること

で、全ての子どもたちが自らを大切にし、その将来に夢や希望を持って育っていくこ

とを子どもたちにも伝えていく。 

②子ども・子育て支援に関する基本理念等を、条例として定めることで施策の法的根拠

とし、安定的、継続的な取組の根拠とする。 

③子ども・子育て支援に関する「市、保護者、市民、学校等、事業者」の責務を「法」

である条例で明確化し、それぞれの立場で協力し合って子ども・子育て支援を進める

体制を強化する。 

④「子育てするなら、加東市で」と思ってもらえるよう、加東市が子ども・子育て支援、

少子化対策に積極的に取り組んでいることを、市内外に発信していく。 

 

５ アンケート調査について 

 「加東市子ども・子育て支援条例」の制定にあたり、子ども・子育て支援の当事者で

ある、子どもと保護者の皆さんの普段の状況、子育てに関する現状や考え方などをお聞

きし、加東市における現状と課題などについて議論を深めていくため、別添のとおりア

ンケート調査の実施を予定しております。 

 アンケート項目につきましては、加東市の関係部署で構成した内部検討部会の職員が、

それぞれの部署の課題解決につながる内容などを検討し作成しました。 



2,144 人

922 人

597 人

R4.6.1現在在籍数より 社 福田 米田 三草 鴨川 滝野東 滝野南 東条 計

小学３年生 104 19 6 13 4 76 27 48 297

小学６年生 94 17 12 13 6 81 23 54 300

325 人

R4.6.1現在在籍数より 社 滝野 東条 計

中学２年（８年）生 140 117 68 325

1,222 人

597 人

325 人

300 人

R4.6.1現在在籍数より 0歳児 1歳児 2歳児 3歳児 4歳児 5歳児 計

市全域無作為抽出 50 50 50 50 50 50 300

加東市「子ども・子育てに関するアンケート」の実施概要（案）

対象

対象者１

対象者２-③　就学前のお子さんの保護者（０歳～５歳児　年齢毎無作為50人）

対象者２-①　対象者１－①小学生の保護者

子ども・子育ての当事者である子どもと保護者

子ども（小・中・義務教育学校生）

対象者１-①　小学生（加東市立小学校・義務教育学校　３年生及び６年生）

対象者１-②　中学生（加東市立中学校２年生・義務教育学校８年生）

対象者２ 就学前のお子さんの保護者および対象者１の保護者

調査
方法

対象者１　　　　　　：各学校を通じて配布・タブレット端末から回答
対象者２－①、２－②：各学校を通じて配布・WEB上で回答
対象者２－③　　　　：郵送で配布・WEB上で回答

対象者２-②　対象者１－②中学生の保護者

資料２





 

ご回答にあたってのお願い 

ＷＥＢ上で回答いただきます。 

右の
こ の 二 次 元

コ ー ド は ダ

ミーです 

●調査の問い合わせ先  

 加東市教育委員会こども未来部こども教育課 
 電話：0795-43-0546  メール：kodomo@city.kato.lg.jp 

資料３ 















●月●日（●） ＷＥＢ上で回答
こ の 二 次 元

コ ー ド は ダ

ミーです 



 

回答
かいとう

するときのお願
ねが

い 

●このアンケートは 

 加東市
か と う し

教育
きょういく

委員会
いいんかい

こども未来部
み ら い ぶ

こども教育課
きょういくか

がみなさんにお願
ねが

いしています。 

 対象：加東市立小学校 ３年生・６年生、加東市立中学校 ２年生 

    加東市立義務教育学校 ３年生・６年生・８年生 

資料４ 









アンケートはこれでおわりです。ありがとうございました。 


